
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※第一子を出産予定の妊婦さんも「おねがい会員講習会」の受講ができます。 

     但し、会員証発行（登録）・ご利用は、お子様が生後3ヶ月になられてからになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 登録できる人…福津市内に在住か勤務している人 

 対象児…生後 3 ヵ月～小学 6年生 

 援助内容…子どもの一時預かりや保育施設（学童保育）への送迎等 

 活動範囲…福津市内 

 入会金・登録料は無料 

 補償保険加入（市が負担） 

 利用料金あり 

 手続き（会員登録）をすませ、事前打ち合わせを経て利用することができます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【入会時に必要なもの】 

 ・入会申込書（会員登録）※入会申込書はファミリー・サポート・センターふくつにあります 

 ・保護者の顔写真（縦４cm×横３cm）2枚 ※入会申込書用1 枚と会員証用1 枚 

【手続きの流れ】 

① 電話で講習の予約をする 

② 利用方法等の講習を受ける（1時間程度） 

③ 入会申込書に必要事項を記入後、事務局に提出 

④ 会員証の発行（会員登録） 
   

ファミリー・サポート・センターふくつ は、子育ての手助けをしてほしい人【おねがい

会員】と、子育てのお手伝いをしたい人【まかせて会員】との相互援助活動を行う会員組

織です。子育て中に困った時に、会員登録しておくと利用できます。「まかせて会員養成

講習会」を受講した【まかせて会員】が自宅等でお子さんを預かります。 
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①おねがい会員が直接、まかせて会員に連絡する。 

②まかせて会員が依頼を引き受ける。 

③おねがい会員・まかせて会員、双方は事務局に

依頼内容を連絡する。 

※連絡がない場合は補償保険が適用されません 

 

 

①おねがい会員が事務局に連絡 

   …上の子の参観日で・・・ 

②事務局でまかせて会員を探す 

③おねがい会員（子どもと一緒）と 

まかせて会員が事前打ち合わせをする。 

④両者合意のもと、活動開始 
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【問い合わせ】ファミリー・サポート・センターふくつ 
〒811-3218 福津市手光南２丁目1―１ 子育て支援センター「なかよし」内   
※開設日時 火曜日～日曜日 午前 8:30～午後 5:00          TEL 0940-43-0338 
※休館日  毎週月曜日、第２土曜日とそれに続く日曜日、祝日、年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日） 


